
 

 

 

物価高対応子育て応援手当の支給について 

 

１ 目 的 

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けてい

る子育て世帯を力強く支援し、子供たちの健やかな成長を応援するため。 

 

２ 事業内容 

（１）支給対象 

 以下のいずれかに該当する児童の養育者等 

・令和７年９月分の児童手当に係る児童（９月に出生した児童含む） 

・令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間に出生した児童 

 

（２）支給額 

 対象児童１人につき２万円 

 

（３）支給対象児童数（予定） 

 ２３,０００人 

 

（４）支給方法 

 ①令和７年９月分の児童手当に係る児童の養育者等 

  区支給の児童手当受給者【申請不要・受給可否を確認】 

公務員の児童手当受給者【要申請】 

 ②令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間に出生した児童の養育者等 

  区支給の児童手当受給者【申請不要・受給可否を確認】 

公務員の児童手当受給者【要申請】 

 

３ 補正予算額（案） 

 歳入 ４７９,４３５千円 

歳出 ４７９,４３５千円 ※繰越明許費 ６４,３７４千円 

 

４ 周知について 

・広報たいとう、区ホームページ等 

・受給可否の確認が必要な方への通知 

 

５ 今後の予定 

 令和７年１２月 申請受付開始 

８年 １月 受給可否の確認通知発送 

      ３月 物価高対応子育て応援手当支給開始 ※以後順次支給 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ９ 日 
子育て・若者支援特別委員会資料 
区 民 部 子 育 て ・ 若 者 支 援 課 


